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「三由学会雑誌J 6?卷6号 （1974尔6月）

日本農業の小農的t f造を強力的に破壊した。しかし,小農的構造を破壊することを通して日本農業 

の生産力段階をば，ョリ高次の農業構造を構策しうる諸耍因を準備しつつ-^段と高い水準におし上 

げたのであり，これは，到達した1 つの社会的さi産力の段階で'ある。この r段階J 力;今や前提なの 

で る

機械化に反対し，あるいは小農的構造に適合的な格^^の小塑化に孰着する現段階のある糖の思溯 

は反動的であり，また, したがって反農民的で'もあるのであって， 連 の r後械体系J を駆使しつ 

つ，全農民の経営と生活とが守られる方向への運勘と組織化が指向されねぱならない。京都の場合 

：に明らかなように，「生産部面での共同化‘ 集面化」という形熊は， 変草への道程が,拳に社会 

化を実現しようとする直線的なものでなく，地域ごとの民主的行政形態の達成とそのもとでの経済 

的み★ を段階的に積み上げていくという反独占体制路線を進む以上，農業経営の発展のために必然 

である。ここに，農業去（直接的生産者）の下からの組織化の必然が見透される。そして農業機械化 

は，現在までに到達し実現されたその.機能と成果のすべてをもって，その組織化の筋骨的基軸とし 

ての役割を果していくことになるのであり，ここに，農業機械化の現段階的性格が見出され•るので

もる。 -

■ ■ (東京農工大学農学部教授）
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戦 後 地 方 財 政 改 革 と 貧 弱 団 体

中 山 精

ま え が き

昭和21年から23年にかけての地方税法および地方分与税法の改正，23年の地方財政法，シャウプ

勧告にもとづく 25年の新地方税法および地方財政平衡交付金法の制定等の一連の戦後地方税財政制

度の改は , 民主化政衆の一環としての新憲法, 新地方自治体制の.確立にとって不可欠のものであ

た。この改本が地方財政にいかなる影響をおよぼし，いかなる割をはたし，いかなる帰結をもた

らしたか，つまりその歴史的意義は何であっ たかについては，すでに多々じられているところであ■ 

(1》 '
る。しかしながら，地方財政と一口にいっても，そこには歴史的社会経済的構造のさまざまに異な 

る各地方0 休の財政がもり，それらを一律に論断するには多くの問題がある。例えば，都道府県の 

レベルで者えてみると，東京都，大阪府，神奈川県といった所謂ぎ裕団体と，鹿児鳥県，青森県， . 

鳥取県といった所謂貧弱団体とでは，おのずと問題のりかたにちがいがあるといえよう。従って， 

われわれは，戦後の地方税財政改本が，各地方団体ごとに具体的にどのような影響を与え，どのよ 

うな役割をはたし，どのような帰結をもたらしたかを実態に即して解明してみなければならない。

戦前の日本の地方財政は，ぞの出発点より一貫して， 「厳大な官洽性と中央策権性， 国政委任敏 

務費の優位性並びに独立財源の洞渴J という特徴をもっていたとされている。このような特徴をi  

つ戦前の地方財政の構造が，戦後の地方税財政改によって変化をしたのかどうなのか,変化をし 

たとしたならぱ，この改本がそれに対してもっ た意義は何であっ たのかが，問題とされねばならな 

い。この小論においては，上のような問題意識から，貧弱1:な体の一典型例として鳥取県の場合をと 

りあげ, . 改ホの影響，役割，帰結を，.具体的実証的に明らかにして,その意義を考えてみんとする 

ものである。

注（1 ) 代!■ミ的なものとして，藤m武 夫 r終戦llT後の地ガar治と地力財政H « j (*■都TfJ問 胁 ，昭47.11 ,1 2 ) ,同 r シャウプ地 

方税制の成立ト)P j  (•■都市問題J 昭49.3,4)。大石襄一郎 •■戦後地方財政改iをの意義J (林 ，i-谓 編 *■日本の財政J yぱ（ 

大学IM版会，1973年 8 月)。

( 2 ) 藤 fil武 夫 n ]本地力政発展史』（河/Ji書房，n m . 12) p. 6 7 7 .これに対する與論として，佐藤進「戦前の地力財政 

と她後の地カ財政_1(藤…武央遠應じ念論 }̂̂  *"铁後地カ511政の展間』1968.9)。
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鳥取県は, 従来日本■-め貧乏鳳借金県という定評を得てきた。そうであるならぱなぜ貧乏であっ

たのか。そこやまず貧困の原因について県当局自身の説明するところをきいてみると，次のごとく
( 3 )

三'0 の原因があげられている。筋一に県の区域が狭小でもり，人口も少ないとと。第二に産業が娘 

わないとと。第三に炎害が多いこと。ちなみに鳥取県の面積, 人 q を調べてみると，昭和20年にお 

いて，面積は3 ,489平方キロで全国の1000分の9 .5 を占めるにすぎないA 人口については，昭和 

20年に56万 2, 7 14人で，全国総人ロの1000分の7. 8 にしかあたらず, 全都道府県中，常に最下位 

である。次に県当局が第二の原因にちげている産業の不振について少しく検討してみると,県当局 

がいう不振のよってきたるところは，地理的, . 地勢的条件であるが，自然的条件の占める重要さを 

認めた上で，われわれはそれの社会経清的な理由をたずねてみる必要がある。そこて，鳥取県め業 

構造はどうなっているのか。産業別就業人口の構成比をとってみると，昭和?2年トこおいて，第」次 

産業に従事する人口は全就業人口中の66. 9%を占め，第二次，三次産業のそれは，12 ,1ギ, 20 .7% 

r eある。この年の全国都道府県の平均は，それぞれ53.4%, 22.3%, 23.0%となっており，明らか 

に鳥取県における第一次産業への旗斜を示している。結局，県当局のいうところの産業不振の意味 

するところは，第二，三次産業の不i i , ということにつきるといってよい。第三の災害の頻発と財 

政の窮迫との関係についてであるが, 県当局の説明によると，地想的，気象的条件によって災害が 

多く，それが財政の窮迫をまねくということであるが，確かにそのことは否:定しがたいのであるが, 

財政の貧困が災害を発生せしめ，また炎害が財政の貧困を生むという循環の関係に構造的に組み 

とまれている側面のあることを見逃すわけにはいかない。すなわち財政がきゅうぐつがゆえに，頻 

発する災害に对し充分な財政投資を行ない，根本的対策を構じることができず，その場かぎりの弥 

縫的な方策できりぬけざるをえないため，更なる災害をまねくという財政の貧困と炎害の悪循環で 

ぁる。

地方財政の貧困は，それを各0 体問の格差としてもとりあげることができる。そしてこの地力財 

政の不均等発展は，地域経済力の不均等発展，格差によるものといえる。地城経済力をいかなるも 

のとしてとらえる力、，.その指德を何にとるかは一政した見解はないといってよいが，総人口，産業 

別就業人ロ，府県次元での格差を問題とするならば，県民分配及び生産所海,， 当，民分配所得， 

银造品出荷額，預金政高等が主が指標にあげられている。特にこの中で人当県民分配所得は,‘財 

. 政力を端的に示す担税力の指隙として2E要視されているのである。.そこで鳥取県の場合については 

. この,>ダはどうかみてみる。I'lT後の地方税財政改ホ以前の時点，具体的には昭和20, 21律をとってみ 

注（3) M J m i m m m W i U ,  i旧和23ィj巧月  3 iru  , ^
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たいのだが，遗憾ながらとの時期について鳥取県には県民所得の統計がないので, ここでは便宜上， 

25年度の数字よると，一人当県民分配所は2 万5, 970円であり，これは全国平均の66. 9% にな 

る。一*方国税，媳税，市町村税を☆ わせた県民の一人当担負担額は，1,992円で, 全® 平均の6, 853 

円のねずか29%にしか連しない。このうち県税のみをとっでみると, 482円で全国平均687円の70% 

にあたる。一*人当県民分配所得で、あれ，一人当税負担叙であれ，これらの数字の諸るところは,鳥 

取県ばまさに■貧弱団体と呼ばれるfc：あたる態様を示している。 ■

後の地方税財政改iTぶが鳥取県財政の構造に与えた影響を解明するには,その前提となっている 

戦前の桃造が知られねぱならない。この小論では，この課題については本格的に真正面から取り組

，む準備がないが, 改苹後の財政構造を檢討するのに必要最低限のものをとりあげておきたい。ま'
. * ' - ■

歳入两の趣勢，特徴について，第 1 表によれぱ明らかなごとく，県の自主財源の主体をなす県税収

入は,：明治年間から大正5 年までは歳入額の過半を占めている。その後大正の後半から昭和切期に

かけで, 歳入頓I：こ対する割合は少しずつではあるが増大しており，昭和8 年までは歳入中の4 分の

1 以上をまかなっており，以降その比率は順次減少の- -途をたどっている。昭和15年の税改正によ

って県税収入は激竊している力；，これは地方分与税の創設に対応していることが一目瞭然である。

この年以路県税の減収入のみならず，ま主財源が歳入中の過半を割っていて, 20%前後を侮迷して

いる。—— 方, 日本一の借金県たるゆえんを示す重要な指標であるm債はどうなっているか。県债の

総額と，それが歳入中に占める比率ともに著增している年, 例えば昭和9 年，14年は，県債の入

額目的別にみた場合，災害士木費.の項目が必ず激増しており，県債は災害土木費の変動によって左

右されているとがわかる。なお昭和16年以降は，県債額が県税収ズ額をしのいでいるのである。

次に歲出面についてであるが，歳出中常に大きな割合を占めているのは土木費であり，しかもその

変励が激しいりは炎害土木復旧費の多少によっている。県債償遺額が，県税収入額に対する比率ほ，

昭和W年までは約50%であったの力' ; , 15年以降は100%を越えて'いる。つまり15年以降になると，
. ' -  . 

県民の負担する税では借金払いができなかったということになる。

(ニ）

昭和21年 9 月，第一次地方制度改: に件い，地方税法および地方分与税法の改正が行なわれ 

地方税法のま正中, ' 府坪;に関連した重要な点とおもわれるのは，（1)地租，家屋税および営藥税の三 

収益税の附加税標準率の引き上げ， 道府県民税の新設，《3)道府県の法定外独i ：税設定権賦与であ 

る。新設の道府県民担は，納税者一人当りの平均賦課制限額を6 0円として，これにto限外課税を 

認めた《これらの改正によって，地方税収入は大幅に増大したが，地方収入中に占める割合は，前 

注（4 〉 地力制度資料第三巻，pp. 209-236.

*---207 (555) '—~
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年の17 % から12 % にむしろ低下している。そして依然として国税附加税が，税収入額の40% 近く 

を占めている。地方分与税については，三収益税の増率によって，各道府県への遺付税額が増加し, 

配付税の繰入率および分与率を引き上げてi 戦災による地方税の減収が補填された。これによって 

配付税額は著増しているが，地方歳入由に占める割合は，国旗補助金の激増によって’ 16%から8 

%へとかえって半減しているのでちる。以上のような地方税法及び地方分与税法の改IEに応じて'鳥 

取県の場合，県民税の創設と法定外独立税として, - 新たに電気税，木材伐採税を設けた。この年の 

11：の財政林況の推移をたどってみると，まず歳出額は前年の5, 516方余円から1 慮 8, 381方余円に 

増大しており， 3. 3 倍の伸びである。 しかしこれは杨filli上昇率4. 6 倍という数字に比すれば，むレ 

ろ消極的な姿勢を示しているといえよう。この歳出面の膨膜に応じて県民の税負担も増大し，約10 

倍となっ.ている。ま，た県税の中心が前年県税中の80 % を占めたpll税附加税.か.ら，この年県税中の 

65% を占めるととになった県民税に移行したのは顕著な特質といえる。 こうして独立税は増加した 

.のでもるけれども，後然として国庫依存財源の比重は変化がないぱかりか，県の自主財源の割合は 

む し 下 し て い る 。 ■

22年地方自治法の公布に伴い，地方財源の強化のため， 3 月地方税法および地方分与税'法の改正. 

がなされた。その主な点は，（1)地粗，家屋税，営業税の三税は，従来国がH税として-^旦徵収し， 

しれを遺付税として徴収地方団体に遺付して, 各地方13̂ 体はこれに附加税を課してきていた。これ 

を道府県の独* 税とした。また同時に鉱区税および遊興飲食税を他方へ移譲，（2》道府県の独立税と 

して，電話加入権税，軌道税，入場税，自動車税または船舶税を新設，ね)道府県民税一人当りの平 

均賦課額を120,円まで引き上げ，（4)都市計画税その他の目的秘を整備した。この改正によって 

道府県め独立税は拡ホ:されたのだが，移譲された地租，家屋税の課税標準となる土地家屋の賞貸他f 

格は，従来通り国で査定し税率も一定の枠にはめられたので,道府県の自主性が拡大ミれたとは 

いえなかった。地方税収入額は，この改正で5 倍余になったが，これは当時の非常なインフレの高 

進によるところもあり，また地方収入中の比重は20%であり，自主財源大幅な増大とはいいがた 

い。一方，地方分与税の改正によって，地租，家屋税，営業税および遊興飲食税を地方に移譲し， 

還付税を廃止，配付税を地方分与税と呼びあらためた。そして地方分与税への国税繰入率を，所得 

税，法人税の23. 86%へ51き上げ，入場税の31* 38%として，地方財源を強化して，地方収入中の 

比率も前年の7 % から19%に上昇.している。同年12月， 2 回にわたって道府県民税が墙税さ(|^,納 

税者-^人.当りの平均賦課税は240 R となった。鳥取県においては，この改正に応じて，新たに法定 

外独立税として木材取引税とラジオ税を設けている。以上のような税改正を反映した22年度の鳥収 

県財政の状況はどうであったか。歳入面についてみれば, 当初予算1 億1,450万円が最終予算では8

法（5 ) 地力税制族資料第ぎ巻，pp. 249-285. 
( 6 ) 地力税制度資料第三巻, PP, 315〜320.
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億3,894万余円となり，7 .3倍となる。このうち県税額についてみると, 当初予算で1 ,? 1 6万余円か 

ら最終予算5, 546万余円と4. 7 fさとなっており，最終予算中当初予算に計上されていなかった国税 

から移譲された地租，家屋税, 営業税，鉱区税，遊興税の比重は38. 3 % となっている， また地方 

分与税は当初予算で還付税が150万金円が最終予算で8 7万余円となっており. , 一方，配付税は当 

初予算，300万円が最終予算で1 億も007万余円となっていて， ajOEによる変化が明瞭に読みとれ 

る。，これを決算段階においてとらえてみると，予算に対L 2 億 3 ,5 19方余円の減であり,’そのうち 

主なものは，国庫支出金の1 億 6,970万余円，寄附金の322万円であった。国® 支出金の減は，県 

の事情によったものでなく，国の財政事情や国の施策の‘化にともなう各種事業め停i t や繰延によ 

つだものであり，寄附金の減も国庫補助金による事業の停止や繰延にともなうものであった。

歳出面についてみるに，当初予算は，中央政府の指示もあって,：所謂義務的経費を中心とした骨 

格予算となっていて，その内訳は，教育費が39. 5 % ,勧藥費が26. 6 % ,開拓費が9. 3% , 警察費が 

5. 4%, 土木費が5 ,3 % ,厚生費が5 % 等が主なものである。教ま費，警察費の大部分は人件費であ 

り，厚生費はほとんど生活保護費であって，これ■は前年公布された生活保護法によるものと考えら 

れ,1勧業費，開拓費は農業県であるところから，そ9 ほとんどは農林業関係の基盤整備や振興，発 

展のための費目となっている。これを释終予算についてみると，土木費が37. 5% を占め首位となっ 

ていて，次が諸費の29%となっている。つまり追加予算中の主なものは，土木費のなかの炎害士木 

復旧費であり，諸費のなかの職員待遇改善費となっており，その他生活保護費增も含めて物価騰貴 

にともなう経費が目立っている。 .
以上歳入歳出を決算段階において検討してみると，歳入決算額は最終予算の68. 3% となっていて， 

不用額中の首位は土木費の2 億 830万余円であるが，このうち1 億 6, 236万余円は翌年度繰越しと 

なっているものである。また諸費の不用額も1 億 73 9万余円と多額であるが,これは職員の給与水 

準改訂による差額の支払いでをり，年度内に支払いできなかったための翌年度繰越し金である。そ 

の他の不用額いずれをと♦っても，大部分は国It養補助金の減収が理由となっている。'つまり不用額の 

生じた理由としては, ，の見積り違いやその他県の財政事情によったものでははとんどなく，旧の 

財政事情の都合によったものであるといえる。

旧和23年 7 月，前年の12月の警察法め制定によって発足した自治体警察その他の地方財政需要の 

增大に応じて，地';̂ 財源の’拡充のため，地力税法の改正と地方分与税法にかわって地方配付税法の
( 7 )

制定が行なわれた。地方桃法の主要改正点は，（り入場税と狩狐免許税を国税から道府県へ移譲， （2) 

道府県の法定税目として，，業税，特別所得税，酒消費税，電気ガス税，鉱靡税および木材取弓j税 

を新設，課税率は従来通り全国一律とした。（3)地租，家屋税•，住民税および不動産取得税を増税， 

住民税の一人当りの平均賦課額の制限を胳止，標準賦課額制を設け，これを450円とした。（4>三収 

注（7 ) 地力税制度め料第四巻，pp. 3-146,

•—— 210(556) —— ■

戦後地力財政改草と贫ggffl体 、

益说の摆準卒超過課税，法定外独立税の新設等の決定につぃては，新設の地方辦譲会に委任，主務 

大臣の許可制を廃ihしすこ。とれらの改正によって，地方税収入は約4 倍増し地方税収入中の比重 

も30%弱となった。この反面，住民税の大幅増激等は大衆負担の増大を意味してぃる。一方，地方 

分与税法にかわって地方配付税が設定されたととで，入場税が国から地方へ移譲された■関係上，m 

税の所得税法人税からの配付税■への繰入率を引き上げた。ただし地方配付税の地方収入に占める比

重は前年の19%から18%になっており，その位置はあまり変化してぃなぃ。
. ( 8 )

地方税法改正と同時に，地方財政の憲法ともぃうべき地方財政法が制定された。これがもった財

政* 法史上の意義fcつぃては，充分に評価されねばならなぃが， それにもかかわらず，「国と地方 

©体との財政関係につぃて，S の一*方的意思によって地方財政の鱼担が増加するとぃうわが国地方 

財政の最大の伝統的欠陥を是正して自治体財政の強化に数歩の前進を示した地方財政法も策際的に 

は空文イヒし，地方財政は依然として国家財政の都合’によって支配され，地方団体は中央政府の実質
( 9 )

的下請機関たることから解放されてぃなぃJ のである。

この年度の県予算の編成にあたっては，税財政の改正が予定されていたので，国の施策と関迪す 

るものは追加予算にまわすととにして当初予算が組まれた。当初予覚での歳入額(はマ億609 ガ余円 

で、あり，前年度のa 1 倍となってぃる。各敦の比率は，県税独立税10.6% , 配付税1か3%,国庫支 

出金が44, 8 % ,嚴債11 .7% となってぃる。その後,' 税制改正に応じ県におぃても県税賦課徴収条例 

の欧IEと新設税に関する条例設定を行なぃ，薪たに法定外独立税として，庭園税とミシン税を設け 

た。また警察制度の改正により，国家警察関係は國支出金で，自治体警察は市町村の負担となっ 

たため，県の負担がそれだけ減った。をして配付税も増加してぃる。これらの改正によって歳入予 

算に追加更生が行なわれた結果, '最終予算におぃては，23億4, 985万余円となり，当初予算に比し 

て2. 3 倍となった。こ'のうち県税独立税は1 億2, 535万余円の増大で2. 6 倍，配付税は1 億7, 052ガ 

余円の増で2. 6 倍，国庫支出金は8 億 5, 712万余円の増で3. 7 倍となってぃる。.国庫支出金の増額 

幅が大きぃのは, 国家予算が6 月まで暫定予算であったため，その見込みをしてぃなぃためである。 

とれを決算段階でみてみると，総額はI5億7,か6万余円で"y'算に対し7 億7, 093万金円の減収となっ 

て，予算額に対し6 7 % rなる;、ただ全体としては減額となってぃるにもかかわらず，県税独立税は 

増収になってぃて国]$ 支出金，県債が大幅に減収となってぃることと対比して注目されねばならな 

ぃ《 ‘ . .

歳出roiにつぃてみると，当初す算では, 教W费が25.1 % ,産業経済費，20. 4 % ,殷地费13, 9%, 

土木費11 .3%等となってぃる。教ま費の内訳は，人件費がそのほとんどを，おめてぃる。産業経済費

注( 8 ) 地方財政制庇資料第逸，pp. 149-157.
(9) iを木武她f現代日本M政ill第一逸J OTiま大学出版会， 4 版，1970.10) p. 1 9 4 ,なお昭和24却渡'の鳥収!?;，め谈出予 3̂

を地方W政法に基づくIざ分に従ぃ， 有！ir務i 共通?jf務，旧の委事務に大別して分如すると，その割合は, 29.6%,  
66.1%, ,4.3% となる（鳥収似W政?!贿説明書，昭和25ゴ[び月 31日、

■ — 211(5 57)-—

A .

園



>•さ田学会雑誌j 67 -̂ 6号 (1974年，6月）

力';大きくなったのは，県-の方針として食糧増¥‘，農村工業振興，緑化对策費を重点施策として打ち 

111したためと考えられる。農地費の中心は，農地制度改苹費となっている。最終予算によってみれ 

ぱ，追加更生額の番大きいものは土木費であり，以下諸支出金，公僮費，県職員'費，教育費があ 

げられろ。土木費は, 炎® 土木復旧費の追加更生であり，諸支出金，県職A 費，教ま費の追加増は， 

給与ペースの改訂と物価騰貴による経費増ということである。歳出額を決算段階において検討して 

みると，予算Mに対し62%にしかなっていない。不用額の最大突占めるのは士木費であるが，これ 

は国が経资安定9 原則の実施によって，各種の事業に対し補助の打ち切り，減額，起僮を認めなか 

ったために，翌年度に事業繰越しとなったものである。諸支出金の不用額は,絵与改善費において 

欠員の不補宠と，国庫補助金の減額，経費の節約によったものである。その他不用額の多 <；は国庫 

補助金の減額によって事業の打ち切り, 縮小等によったもの，ま’たは起債が認められなかったため 

のものでもる。 ，

昭和23年12月に経博安定9 原則が発表され，中央地方を通して総合す算の均衡ということになり， 

その影響は23年度末にすでに発生していたのであるが，24年度予算を編成するにあたって，鳥取県 

めごとき国庫依存族の高いところでは，中央の方針が確定しないと先の見通しが立てられないとい 

うことで，義務的経費その他最低限必要な経費のみを盛った暫定的な骨格予算が組まれた。

こ.の暫定予算の歳入額は4 億6, 037方余円であり， 6月に成立した当初予算では，24億3,096方円 

となり，5.3倍となりている。これを最終予算額においてみると，28億1,620万余円となり，当初予 

算に対して1 . 1 倍にしかなっておらず，前年度において当初予算と最終予算の比率が3. 3 倍であっ 

たことからすれば，明らかにドッギ* ラインのひきしめ効果がみられる。なお，この年は地方税制 

については暫走的な手直ししか行なわれていず，この影響はさしたるものではない。歳入決算額は 

21億 6, 965万余円であり，予算額に対し77%となっていて，予算額と比べて減少の顕著なものは， 

国庫-支出金の3 億 8, 944 万余円と県債の2 億 2 ,13 6万余円である力;，これは国の財政事情によって 

補助金が減額されたためと，起債の不承認のためによっている。一方，県税独立税はわで:はも 

るが増加しており，歲入ホの比率も前年より増大しているが，これは国庫-ま:出金と配付税が減少し 

ていることに対応しており, つまるところ県民の税鱼担が増大したことを意味しているにすぎない。

歳出旧で目立った特微は，前年に比して諸支出金が激減していることであり, 職員給与改善t と 

物価騰貴対勉数がなくなったことによるのでり，ここにもドッギ. ラインの败I行によるインフ 

終媳の影響が見受けられる。不用額6 億 9 ,966ガ円中5 億 7 ,9 19方円は士木費が1«̂ めているが，そ 

の最大の理IJJは, 災害土木費は各年炎智とも災银発生年族に総事業費を予算計上し，毎年度事業繰 

越しをしてホ業を施行しt ：いたのが，この勾i度より予算綴越しとして計上しないことになったため 

で あ る 。

-212(558)

戦 後 地 力 財 政 改 と 贫 弱 団 体

(三）

昭和24年 9 月に発表されたシャ一プ勒告と，それに基づいて翌年行なわれた地方税財政制度の改

舉は，戦後日本の地方財政にとって画期め意義をもったことは今更嘴嘴する要はない。.ここではシ
(10)

ャ一プ勧告ゃ, その地方税財政改i*i'i案について真正面からとりあげ，評伽iまたは?fj：評侧することは

置いて，それの鳥取県財政との関連に限って実態を追求してみたい。
. (11)

勧告の発表後，鳥取県当同の反応はどうであったか。県財政事情説明書は「本，の様に財政の自

主性に乏しく国庫補助金，配付税等，国庫に対する依存性の極度に強い県といたしましては，県財 

政に多大な影響を持つのであります，殊に平衡交付金制度の創設と災害復旧費の全額国贿補助制度 

の設定などは本県財政の運営に重要なる関係を持って居りますので，此の問題の推移については， 

私共といたしましても県民各位とともに，重大なる開心を持-たなければならないめでおりましてJ 

と述べ，勧告による地方税財料改本について多大の期待をよせ，特に〒街交付金制を重要なポイン 

トとみなしていることがうかがわれる。

25年度の当初予算は，シャープ勧告による根本的な税財政改革を見込んで，国庫に依存する度合 

の強い鳥取県の場合，年間予算を立てることができないので，暫定的に現行制度に則って，前年度.. 

程度のものを原則として，主として義務的経費に限った所謂骨格予算の編成になっている。従って， 

当然何らかの県独自の積極的な施策を盛りこんだものは；税財政改本を待ってということにな9 た。 

この予算の歳入額は21億 1 ,30 0万余円で，前年の当初予算の89%になっている。歳出額については， 

土木費が前年比4 億 7,575万余円減額しているが，これは既述したように，土木費中の炎菩復旧費 

は初年度において総復旧事藥費を一括計上し後年度に事業綴越ししていたものが，25年度内樊行 

予定額のみを計上したためである。

(12)
さてそこでシャープ勧告のS 本原則を尊重して日本政府が立てた地方税制の改正案によると，鳥 

取県の場合はどうなるのであったろう力、。県税については，21種の税目から，附加価値税，入場税， 

遊興飲食税中心の？糖の税目になる。従来通りの税制では税収入額は3 億 6, 853万余円に対し，改 

j£まによる見込額は1 億 7, 667万余円と差引1 億 9 ,18 6万円の減収となる。減収となるセたる要因 

としては，事業税にかわって新設される.附加制値税にあり，i ?取のごとき農業県ではその収入が半

a ( 1 0 ) 代喪的なものとして，大 内 力 rシャウプ勘告と地カリ箱京大学経済学会*■経 済 学 19卷6,7号，1950年6月）， 

逸藤湘吉「シャウプ勘告における理想と現史J (前揭)，吉卞1震太郎「シャウプ地方税制の成立J (東北大学経济学部別 

ギ 報 济 学 j  22巻 2 号，1960年10月)，藤[U武 夫 rシャケプ勧告の評 to ' jヴな教経済学研究J 17港 2 号，1963年7 
月)，同 「シャウプ地カ税制改ザ遂の期1?:価（1)(11)011〉」(『都 邮 3組 1 I旧和48年 5 月，6 月, 7 月) ri!r岡地次 f現代口木 

地 力 財 政 論 (東洋経済新報社，昭和3が120月)，鈴木武雄nji代》本財政史第4 逸J 0U京大学li{版会，2 版，1970.10). 
0 1 ) 鳥取県}け政事情説明書，t旧和24年11月30 [し 

<12) 地力税制庇資料敏五巻，pp. 510〜795,
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減するためである。一方，入場税と遊興飲愈税は，従来Tt!シぬ'村が附加した分も県税として徴収する 

や:め, かえって収入増となるのであった。もともとシャープ勧告は，地方自治の基礎団條として市 

町村を重視していることから, 市町村税は拡充されることになる力';,嚴税は明らかに減収となるの 

セあり, ことki鳥!!^県のような農業県にとって，入場税, 遊興歡食税，附加価値税のような都市的 

な性格の強いものが県税の中心となった場合, 税収入の減少は当然予想されたのである。県税収入 

め減に加えそ，前年の績で 4 億条円あった配付税が處止され，地方財政平衡交付金に代るためと, 

また前年約3 億円った義務教ま費への®庫補助金が，これも地方財政平衡交付金に組み入れられ 

るためとで, 合計額にして約9 億円の辨収が予測されたのである。従 0 て，前年度なみの歳入額を 

維持するには，’地方財政平衡交付金が約9 億円確保されねぱならないという評算であった。.もしこ 

の 9 億円が交付され/：! としたならぱ, 前年度の歳入決算額が21億 7, 000万円程度であることからし 

て，歳入の約4 割がf の平#交付金に依存することになり，これは県財政にとって非常に大きな意

味をもった制度となることがうかがわれる。

この地方税改正法は第1 国会では不成立に終り，難産の結果7 月の第8 国会で若干の修正をほど
(13) '*

こされて成立したのであった。新税制による県税は，21種の税目から事業税，入場税，遊與飲食税 

を被幹とする8 税目となり，，きわめて恼素な保系となった。これによる税収入見込額は,旧法によ 

る税収入を含めて2 億 1 ,624万余円となり，.前年度に比し1 億 7, 36 0万余内の減となる。，との額は 

最初の政府改正案によるものと1,800方余円の差があるととになる。この新税制と前年度の税収入 

額とを見較べて, 旧法による税収入分は別として，減収の顕著なのは，事業税<^2, 270万余円であ 

って，これは事:業税の課税対象から農林水産業をはずしたため，鳥取のごとき邊業県は必然的に減 

収となったことによる。 ( 1 4 ) . ,

次に，県当局が税財政改苹のなか‘で特別に期待を寄せた地方財政平衡交付全制度が，i鳥取県財政 

にもたらすであろう影響についての計算であるが，その見込額は平衡交付金の規則によると，基， 

財政需要額9 億 7, 775万 余 基 準 財 政 収 入 額 2 億 1, 624万余円で' , 達引交付基準額は，7億6,150 

方余円となるはずであった。これを,すでにはじきだした前年度と同じ程度の財政を維持するのに 

必要な額であ.った約 9 億円と比較すれば,約 1 億 5. 0Q0万円の不足ということになるの:"eあった。 

なぜこの不足額が生じるかについては，第一にS 準財政需要額の算定の仕方にあるといゥてよい, 

つまり前年度の財政需要額の実績からすれぱ，約 2 億円の減となっているからである。基準財政需 

耍額の算足r ついては極々論議のあるところである力；，県当局の指摘するところは, 測定-単位のと 

り方と測矩単位の数値の補11̂ 方法についてでちる。すなわち，補IE係数を求める際に立脚している 

のが24年俊の実績であり，これは各団体の過去の不均衡な財政力を，そのままとることになる/ダが

注 ( 1 3 ) 地方税制波資料|̂5五卷，pp. 40-414. 、 ,
(14) 前掀 pp. 28-40： • ‘ ’
(15) 昭和25袖 i月son。 .
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問題であり，測定単位に人口を広範囲に採用しているが，人口の少ない団体といえども，一*定水準 

の標準行政費が必要であり,人口の少ない団体には行政費を割高にしなけれぱならないということ 

である。多大な期待を寄せた新税財政制度も，以上のような次第で,精局県財政を好転させる込 

みがなかっだのである。そこで25年度の鳥取県財政の美際の推移をたどってみると，次のようであ 

った。税財政改本をはさんだ当初予算と最終予算のなかでもっともま動の著しかったのは，地方財 

政平衡交付金の6 億 380万余円増で，当初予算での比率が16%であったものが，35. 4%にま力上っ. 

た。県税については，旧法による税収減が1 億 5, 538万余円で，結局，県税全体で9, 930万余円の 

減収となり，当初予算で34. 3%占めていたのが10. 9 % にまでおちた。 国庫支出金も同様に4, 092 

万円の減で，41.7%から31.6%におちることとなった。 最後に，この予算額と決算額とを比較し 

てみれぱ，歳入については予算額に対し決算額8, 749万内が減収となっており，そのうち堆方財政 

平衡交付金は1,548万余円，国庫支出仓780万余円となっている。歳出については，不用額が1 億 

6,192万余円でており，このうち主なものは, ± 木費のも617方余円と教育費の3, 551万余円であ 

り，士木費については事業の繰延，縮小，年度途中での事業費の減額，起債が認めちれなかっだた

めであり，教育費については，職員給与ベース改訂にともなう費用の過大見積りと欠員不補充によ 

ろものである。 '

( 0 )

三次にわたる地方税法，地方分与税法の改正と，地方財政法の制定,シャープ勸告による新地方

税法の成立によって，鳥取県財政の構造はどのように変化したのであろう力、。まず収入の構造につ

いて，第 1 表によれば，確かに三次にわたる地方税法の改正によって県叙独立税は拡充されだが，

i 主財源が歳入中に占める比率は必ずしも高まっ てはいない。また，シャ一 プ地方税制によフ て県.

税独立税，自主財源全体ともにかえって歳入中に占める比率は下がっている。それに対応して平衡

交付金の割合が.飛躍的に高まっている。国税附加税が鹿止されて, 県税独立税が増大したことは，

地方き治の上から評fflliできるとしても，反面，それは県民の負担が増大したことを意味するのであ

ゥて, 鳥取県の如き担税力の弱い贫弱県にあってはことさらである。第 2 表によれば*シャープ勧

ftそを境にして, 県税の中心がそれまでは県民税であったのが，，業税，入場税，遊興飲☆税へと移

ゥている力S すでに明らかにしたごとく，これらの税は都市的性格色彩の濃いもので，農業県であ

る鳥取県にとっては多くの税収は見込めなかった。なお県債が依然として高率を古め，県税収入觸

に匹敵していることは（第1 ま)，税収入の不足を県債によって補充しなければならない事情を示し 

ている。

杯i せの挑造はどう力〜第3 1 ^ によると，2 1年から3 年にかけては諸費が大きな部分を占めている

■—— 2 1 5 (5 6 1 ) ——
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が，との訳はすでに明らかであるが，職員給与改善費，物価騰貴対処費である。24年になると，

教育費，士ポ费，遊業経済費，社会労働費，（県債)，保健衛生費の順となっているが（第3 表)，こ

の構成は，その後も今日まで受けづがれている構成であって，この時点ですでに戦後の鳥取県の経

费構造が形成されていることがうかがわれる。各款のなかで中心となる項目は，教育費については

職員給と諸手当，土木費については炎害土木復旧費，産藥経済費に'0 いては農林水産業費と農地改

本費, 社会労働費については生活保護費，社会福祉費， 童福祉費，職業安定費，保健衛生費につ

いては保健所費，結核予防費等となっでいる。, ここには戦後改舉における教育制度改革，農地改苹,

労働改草の反映がうかがわれるとともに，’国政委任ま称または国,'，県共通事務に厲するものかか

に多いかが明らかである。

国家独占資本主義下，「中央集権化J傾向が貧徹するなかで，とにかく制度上法文上地方き治が与

えられたがために，貧弱団体といえども全国的統一的規格ニナショナル. ミニマムの行政水準を追

求せざるをえなくなり, それが財政上の廣担を重くすることになった。こうし：t もともとま主財源

の乏しかった貧弱団体は，ますます国庫への依存を強めざるをえないことになった。鳥取県の場合

は国政委任事務や共通事務をまかなうのに圾々としていて，何ら県独IIの積極的な施策，特に生産

効果のあがる享業を展開することができなかった。非生産的経費多いことは，富裕団体との間に

投資誘因の差を生み，それがひいては生産力ニ地域経済力の格差の拡大をもた.らしたといえよう.。

このようにして戦後地方税財政改本は，少なくとも法文上• 制度上では多くのXぐkで地方自治を生

かしうる項目を持ちながらも，貧弱0 体にとっては実質的にはますます中央に依存せざるをえない

方向を、与えた。もっとも地方の側もそれを受け入れる中央志向の保守的な支配構造;^';温存されてい
(16) .

たことも指摘されねばならない。鳥取県という貧弱団体を通して戦後地方税財政改ホをみろと，そ

れは決して「貧弱J を解决することなぐ終ったのである。

,■ (鳥取大学教養部助教授y

注 (1の . 例えば，贫ij‘3な鳥取県財政のKiiK(不足をどうする力、について，（■なんとかして中央政府に泣きつき，或いは欧い下りt 
そしてこの地力分与税を相当に; ゥて来ると力、，成 、は各® の国の助成金をとゥて来な、とならぬJ と四 1 8細れ:は答え 

ている（鳥 収 県 金 謝 錄 ，昭和22ザ- 6/)3' P)。
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アジアにおける食糧危機の構造

 新植民地主義との関連のもとに■---- -

中 村 卓

FAOが 19 7 1年 8 月 に 公 ぜ し た *1970〜8 0 年の農産物需給展望 J ^Agricultural Commodities Project

ions, 1970~ 1980'0において楽観的な分析を行なっている。大凡つぎのように述べている 6 結局，全穀 

類の需給バランスは，全世界では 1970年 の 生 摩 1 0 億ぶ0 0 0万 ト ン ，消 費 1 0 億 897 0万 ト ン （緩越在庫 

を含む）• 輪 出 76 6 万 ト ン か ら 1980 年 に は 生 産 1 4 億 2740 万 ト ン . 消 費 1 3 億 657 0万 ト ン . 輪出余力 

6 17 0方トンであろう，と予M している。輪出余力をもつ主なH は現在と同じ北アメリカ， ネーストラ 

リア， ラチン . . アメリカでもり， アジアは日本を除くと 3 6 0ガトン， 日★ の 230Q万トンの不足を入 

れると 2660ガトンの不足になろさ . 食糧不足国のインド，バキスタンも余剰® に転じ， タイは 4 40万' 

トンの余剰をもち，中 轉 は 5 0 0万トン余の不足をもつであろう。 アジア諸国の不足は主に小麦力、雑穀 

であり，米穀は殆んどの国が輸出余力をもつであろう。

イ ン ド , バ キ ス タ ン （糊 こ東バキスタン),セイロンを含む南 ア ジア平 均 1 人当り穀類消費量は 1970 

年 の 145. 3 キログラムが 19?5 年 に は 約 1 4 9 キログラム前後になる。 1 人 当 り 1 日分の栄養水準は同 

年度につきそれぞれ 2 1 9 4力 ロ リ 一 （$ 白質53. 2 グラム〉• 2264〜 2 2 8 7カ ロ リ ー （蛋白質5 6 グラム）であ 

ろう - 小 麦 ‘雑穀の生産および消費の大部分は欧米先進国によって占められ先進菌では小麦は従来 

どおり需妻に合わせて生産を調整していくであろうが，低開発国では広 < 普及してきた高収量品種や 

農業技術改善で， 1970年代の生産は小麦が年率 4. 2 % , 雑 穀 が 2 ,9% といずれも人口槽加を上回る瑪 

産となるであろう。 小爱の需給バランスは 19 7 0年 の 80 0 方 ト ン の 不 足 か ら 19 8 0年 の 18 0 0万トンの 

輸出余剰となる。雑 穀 は 1970年 の 3 7 0方トンの不足から 1980年 に は 411Q万トンの膨大な輸出余剰  

となる。 と う し た ア ジ ア に お け る 穀 颜 の 生 産 は ■ の年命」 に基づく高収量品種の導入によるも 

のであ> る， として全般的にはアジアにおける食糧危機の間題は姿を消してしまっている。

1966年以降急速に普 

ン ，リ' fリュー

シ 3 ンカt単なる高収量品種の導入のみに止まらず， それに伴うより多くの廣業投入とその他の奥業諸

I9 6 0年代の前半期から後平期にかけて危機を経験したアジアの糧需給は，
. f 1 )

及しはじめた高収量品種によって未来が明るくなゥたと、われているが， このグリ

条件を必要とする（例わよ*肥料のJ部!: *農族，灌概施設等）という理由で，ナシg ナル ，の 立

躲からみてもアジアの後れた社会的経済的構造のもとで :取たして何効 ;这生産増 ';̂ ミ. 1 人当り消費のおム 

大が可能であるか疑問となる。 をれぱかりでなく， また植民地時代の帘国主義国との支配従厲的請閲 

係が戦後の独立をかち得た後も形を変えて存続しすでにマルクスによっても規定された 1 9 世紀に 

おけるイギリスと後進の間の関係が鹿史的段階を異 .にして甚だしく歪められ，戦後のこれらアジア 

飯開発諮 •国の国家資本主義の性格に複雑な様相を与，えていることも明らかである。 してみれば FAO

注（1 ) m im M 「アジア農粟の新展開J P. 7.
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